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　血液のがんである「悪性リンパ腫」に侵されながらも、病床から回復した笠井さんは、自身の
闘病や、実父・義母の介護について市民ら１９０名に語った。
　アナウンサーとしてフジテレビに３３年間勤めた後、令和元年にフリーに転身した直後に悪性
リンパ腫が判明。 ４ヶ月半の入院生活を送った体験を語った。
　抗がん剤による治療の苦しさを乗り越えるため、ＱＯＬ（生活の質）を向上させる必要があると
訴え、副作用で倦怠感に襲われる中、好物のカップ麺を食べることが楽しみだった自身の経験
などを話し「ＱＯＬを上げることが、がん治療に立ち向かう力になる。必要以上に我慢することは
ない」と強調して、脱毛など外見の変化による苦痛を軽減する「アピアランスケア」の重要性に
ついても伝えていただいた。
　がんを経験したことで多くの出会いがあった、「がんになって良かったとは思わないが、がんに
なって得たことはある」と闘病生活を前向きに振り返った。
　また、認知症の実父を２年２か月、介護した経験も紹介し「いろんな人が手を差し伸べてくれる。
いいケアマネージャー、介護施設を探すことが大切」とアドバイス。
　２０年前に妻の母を介護した際には、感情のもつれで、けんかが絶えなかったといい、「在宅
での介護は、覚悟が必要」と話された。

公益社団法人府中法人会　講演会

人を看るということ
（介護した私、看護された私）

元フジテレビアナウンサー
現在はフリーアナウンサー

笠井 信輔 氏
【演 題】

府中法人会  府中法人会  
第13回通常総会第13回通常総会

公益社団法人公益社団法人

貝原会長の挨拶 府中市 小野市長の祝辞

公益社団法人 府中法人会は6月4日（火）府中商工会議所会館2階において第13回通常総会を開催
しました。

ご来賓に府中市長 小野申人様  府中税務署総務課長 保木本道久様  広島県東部県税事務所次長 藤
島圭子様他 多数をお迎えし会員125名が出席して盛会に行いました。

貝原会長は冒頭、長く続いたコロナ禍で得たもの、失った物は数あるが、リセットして新たにリスタート
をして行くことも重要であとると前向きな提言をされた。　

組織基盤の面においても、コロナ禍で営業不振、休廃業を起因とする退会が続き会員数の減少を
招いたが、特に金融機関のご尽力により７０％の加入率を確保できた。また、期近なところでは4月18日
開催した第18回法人会全国女性フォーラム広島大会は全国から広島県立総合体育館（広島グリーンアリー
ナ）に１７００名の女性部会員が集い、部会員の資質向上と情報共有による法人会活動のさらなる充実、活
性化を目的に開催されている大会では、府中法人会女性部会員も多く参加し盛会裏に終えたことに感
謝を述べた。

総会に上程した「令和5年度決算報告」を満場一致で可決し審議を終了した。
引き続き令和5年度事業報告と令和6年度事業計画及び収支予算について報告（理事会承認可決済）を

行い総会の議事すべてを終了した。

税に強い経営者が次世代を支える
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（公財）全国法人会総連合  功労者表彰

（一社）広島県法人会連合会  会長表彰

（公社）府中法人会  会長表彰

表彰おめでとう  ございます
（五十音順）

理　事

橘高　寛二  様
有限会社 橘高石材店

租税教育委員

佐々木　貴規  様
佐々木林業 有限会社

理　事

石田　勝昭  様
株式会社 たまや

租税教育委員

河本　和幸  様
河本工業 有限会社

租税教育委員

真田　恭行  様
株式会社 フォンス真田

理　事

内海　和浩  様
株式会社 内海機械

広島県青年の集い実行委員

櫻木　正彦  様
芦品トヨペット 株式会社

青年部会部会長

藤岡　武志  様
株式会社 新生互助センター

女性部会顧問

林　美智子  様
林産業 有限会社

理　事

西宮　晴之  様
上下両備自動車 有限会社

女性部会顧問

棗田　和子  様
株式会社 棗田建工

女性部会顧問

宗藤　壽美枝  様
有限会社 コトブキ印刷

新市支部 駅家支部

神石高原支部

支部表彰（会員加入率目標達成支部）

（公社）府中法人会  会長功労賞

（公社）府中法人会  会長感謝状
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租税教室租税教室
広島県下小学校

−租税教室に関するアンケート結果−

《租税教育は、なぜ重要なのでしょうか‼》《租税教育は、なぜ重要なのでしょうか‼》

神石高原町立油木小学校6年生
令和6年6月21日（金）

府中市立国府小学校6年生
令和6年6月5日（水）

府中市立栗生小学校6年生
令和6年7月4日（木）

（令和6年3月末現在）

　国民生活や経済社会と密接に関連する税は、私たちの暮らしや社会に欠かせない多様な
公共サービスを提供する国や地方公共団体の活動の財源であり、国の様々な制度の中でも根幹
的なものです。
　憲法で国民の義務に掲げられているように、国民が教育を受け、勤労し、税を納め、持続可能な
社会を作っていくことは、民主国家の維持・発展にとって欠かせないことであり、次代を担う児童・
生徒等が、国の基本である税の役割や申告納税制度の意義、納税者の権利・義務を正しく理解し、
国や社会の在り方を主体的に考えることは、民主国家の維持・発展にとって極めて重要なことで
あると考えられます。

81％

15％

85％

11％

4％ 4％

令和４年度 令和５年度

（注）義務教育学校を含む

《租税教育は、なぜ重要なのでしょうか‼》

希望する 現時点未定 希望しない《開催希望》

 府中税務署　新任署長インタビュー

　法人会の役員の皆様から「ものづくりの町」と伺い、管内の状況等を見聞いたしますと、時代に合わせてといいま
すか、社会のニーズを機微に捉えて進化させ成長し続けてきた企業（オンリーワン企業）が多いという印象を持ちまし
た。

　初めての広島国税局管内での勤務となりますので、関係民間団体の皆様のご意見は勿論のこと、府中税務署管内の
納税者の皆様の話にも耳を傾けるなど、積極的にコミュニケーションをとり、税務行政の円滑な運営を図るとともに地
域経済の活性化を図る一助になりたいと思っております。

　仲の良かった同級生に「公務員試験に一緒に行ってくんない」と言われ、一緒に受けたのがきっかけです（公務員志
望だった同級生は別の道を進んでおります）。

　職員の個々の力を集約し、組織（税務署）のプレゼンス（存在感）を発揮し、納税者サービスの充実等による「適正
な申告等の確保」と税務調査等による「不適正な申告等の是正」に心がけております。

　税務署の若手の調査官の時に法人税調査のやり方、帳簿調査のやり方等を特官からマンツーマンで教えていただい
たことが今でも財産です。また、平成10年の金融庁の国会係長の時の金融国会で朝から翌日の朝方まで国会内を走り
回って国会議員の先生方から金融特別委員会でどういう質問をされるのか聞いて答弁書作成等の業務に携わったこと
が（当時はホントに寝ないで仕事をしましたが）、今となってはいい経験をしたと思っております。

  「感謝の気持ちを忘れずに日々精進」したいと常々思っております。

　府中法人会におかれましては、役員の皆様のリーダーシップのもと、会員
の皆様のご努力により広島国税局はもとより全国でもトップクラスの組織
率を長年にわたり維持されていると伺っております。また、租税教室への講
師派遣や絵はがきコンクール、能楽教室など地域社会に密着した活動を通
じて、税知識の普及や納税意識の高揚に努めていただいており、改めて、厚
く御礼申し上げます。
　本事務年度におきましても、府中法人会の皆様と積極的に連携させてい
ただき、税務行政のデジタル化を推進するための各種施策等に取り組んで
まいりますので、引き続きご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申
し上げます。

「府中」についてどのような印象をお持ちですか。

自己紹介をお願いします。

着任にあたってのお気持ちを教えてください。

税務職員になったきっかけを教えてください。

仕事を行う上で常日ごろ心掛けていることはなんですか。

これまでの勤務で印象に残っていることを教えてください。

座右の銘、信条を教えてください。

今後、法人会に期待することはありませんか。

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

府中税務署長　花島 康夫

　出身は、石川県羽咋郡志賀町です。本年元日の能登半島地
震の震源地が出身地となります。府中税務署管内の皆様を始
め全国の皆様から故郷・石川県の復興のために数多くのご支
援を賜っておりますことに感謝申し上げます。
　税務職員としての経歴は、国税庁法人課税課を含む法人税
事務を20年、財務省等への出向や国税庁総務課を含む総務
系事務、所得税事務なども経験しております。直前は内閣府へ
出向し、税務行政とは関係のない公益法人の認定等を担当す
る公益認定等委員会事務局・公益法人行政担当室の参事官を
しておりました。

会長へ挨拶訪問

ここです
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定額減税説明会
　令和6年6月1日以後、最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際に定額減税を行う
ことになるため、法人会においては、給与支払者の会員の皆様が、スムーズに定額減税事
務を行っていただけるよう府中税務署にお願いして5月16日・5月21日と2度説明会を実施
しました。

所得税・個人住民税の定額減税
改正のポイント
（1）趣旨・背景

（2）内容

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の
ための一時的な措置として、2024 （令和6）年分の所得税及び2024（令和6）年度分
の個人住民税の減税を行う。

居住者（＊1）の2024 （令和6）年分の所得税額から、特別控除の額を控除する
 （その者の所得税額が上限）。

2024 （令和6）年分の合計所得金額が1,805万円以下
（個人住民税は2023 （令和5）年分の合計所得金額）
（給与所得の場合は、収入金額2,000万円以下）

本人:3万円
同一生計配偶者（＊3）及び扶養親族（＊3） ：1人につき3万円

本人:1万円
控除対象配偶者（＊4）及び扶養親族（＊5） ：1人につき1万円

納税義務者（＊2）の2024 （令和6）年度分の所得割の額から、特別控除の額を控除する 
（その者の所得割の額が上限）。

< 所得税 >

所得制限

特別控除の額
所得税

個人住民税

< 個人住民税 >

（＊1）国内に住所を有し、または、現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人。
（＊2）国内に住所を有する者。
（＊3）居住者の配偶者・親族等で、その居住者と生計を一にする者のうち、合計所得金額48万円以下である居住者。
（＊4）前年の合計所得金額が1,000万円以下である個人住民税の納税義務者の配偶者で、その納税義務者と生計を一にする者のうち、前年の合
　　 計所得金額が48万円以下である者 （国外居住者を除く）。

（＊5）個人住民税の納税義務者の親族等で、その納税義務者と生計を一にするもののうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者 （国外居
　　 住者を除く）。

第1回 定額減税説明会
令和6年5月16日（木）　講 師：府中税務署

第2回 定額減税説明会
令和6年5月21日（火）　講 師：府中税務署

◦ 府中市企業向け女性活躍推進セミナー

◦ 決算期別説明会

◦ 租税教育委員会

◦ 総 務 委 員 会

◦ 税 制 委 員 会

◦ 税 制 講 座 ( 相続税・贈与税 )

　令和6年2月22日（木）i－coreFUCHUにおいて、
県立広島大学大学院経営管理研究科教授NBA博士 
木谷 宏 様を迎え、府中市と共催により女性活躍推進セ
ミナーを開催しました。令和4年7月8日に女性活躍推
進法に関する制度改正がされ情報公表項目に「男女
の賃金の差異」が追加されました。

　各会社の決算月に応じて、年 4 回 府中
税務署にご協力をいただき決算期別説明
会を開催して、税制改正に伴う企業決算事
務の留意点等を説明して頂いております。

　令和 6 年 5 月 23 日 租税教育委員会
を開催し令和 6 年度の租税教室開催 ス
ケジュールを発表して、講師担当者を決
め新問題の披露を行いました。

　令和 6 年 4 月 16 日 総務委員会を開
催して、府中法人会第 13 回通常総会及
び第 44 回定例理事会提出資料の審議
を頂きました。

　令 和 6 年 7 月 31 日　 税制委 員会を
開催して令和 7 年度税制改正提言の要
望書を広島県法人会連合会に提出した
項目（消費税の見直し・定額減税の見直
し）について報告しました。

　令和 6 年になり、相続税・贈与税の改正が動
き出しました。
　暦年課税における相続時の贈与加算も、3 年か
ら 7 年に向けて走り出しています。これに関連して
暦年課税がいいのか、相続時精算課税がいいのか
を考えてみることも大切です。
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青年部会活動

青年部会総会財政健全化のための健康経営プロジェクト
～日本の未来を担う子供たちのために～ 　令和6年6月11日（火）18：30～21：30まで、府中商工会議所会館 １階ホールにて

開催しました。
　総会に先立ち、広島県事業承継・引継ぎ支援センターの承継コーディネーター／中小
企業診断士　平野 勝正 氏を講師に迎え「事業承継について」研修会を行い総会議事に
入り提出議案の承認を頂きました。
　また、総会の終了時には「経営者の健康増進のために」健康体操（左ページ ）を行って
終了しました。

　租税教室では、「税金は、みんなが安全で豊かな生活を送るために、少しずつお金を出
し合う、社会の会費のようなもの」と子供たちに教えているが、国の財政の現状を見ると、
長らく歳出が税収を大きく上回る状況が続いており、毎年多額の借金をして賄っている
のが実態である。
　このままでは子供たちの世代に過大な負担を強いることになるのではないか。
　このような問題意識を背景に、（公財）全国法人会総連合　青年部会連絡協議会は、
自らが主体的に行動を起こすことで、社会保障制度の破綻を回避し、国の財政健全化に
貢献する手段として「健康経営」について考察することとした。

◦健康経営宣言（法人会版）〈例〉
　　わが社は、従業員の皆さんが元気で働ける会社を目指します。会社は労働環境を
　改善するとともに、皆さんがセルフケアに取組むことをサポートします。
　　また、子供たちの世代のために、健康経営を通じて国の財政健全化に貢献します。

献血ボランティア活動
◦企業さま向け「健康と企業経営」のズーム開催

◦経営者の健康増進のために青年部会総会で行った健康体操

　令和6年2月21日（水）府中天満屋駐車場にて献血活動を行ないました。
【献血の目的】
医療技術が進歩した今日でも血液は人工的に造ることができず、長期保存もできません。
また、献血者の健康を守るため、１人の方が１年間に献血できる回数や量には上限があります。
そのため、安定的に血液製剤をお届けする
ためには、１年を通じて多くの方に継続して
ご協力していただく必要があります。

　今年も106名の方に参加いただき、87
名の方に献血をいただききました。

藤岡 武志 青年部会長 総会の挨拶

中小企業診断士　平野勝正氏による研修会 青年部会卒業生に感謝状授与

大同生命保険㈱菅野所長

藤岡部会長
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